
生物多様性基本法（平成二十年六月六日法律第五十八号）（抜粋） 

 

 

（生物多様性地域戦略の策定等） 

第十三条 都道府県及び市町村は、生物多様性国家戦略を基本として、単独で又

は共同して、当該都道府県又は市町村の区域内における生物の多様性の保全及

び持続可能な利用に関する基本的な計画（以下「生物多様性地域戦略」という。）

を定めるよう努めなければならない。 

231


